
竜王町地域防災計画の修正概要
統計データの更新による見直しや、組織改編による名称変更など、時点による修正については、含まず、重要

な修正点を抜粋したものです。

竜王町地域防災計画

① 災害対策基本法第42条の規定に基づく法定計画であり、町長を会長とする竜王町防災会議

が作成する計画。

② 防災上必要となる諸計画について、町をはじめ関係機関の役割を明らかにして災害対応体制

を整備することにより、住民の生命、身体および財産を保護することを目的とする。

③ 「総則編」「災害予防計画編」「災害応急対策編」「災害復旧計画編」「原子力災害対策編」

「資料編」の６編を作成しており、毎年検討を加え必要があると認めるときは修正をしなければ

ならない。
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滋賀県防災会議

滋賀県地域防災計画（第40条）

中央防災会議

防災基本計画（第34条）

竜王町防災会議

竜王町地域防災計画（第42条）

指定行政機関・
指定公共機関

防災業務計画
（第36条、第39条）

基づき作成

基
づ
き
作
成

抵触してはならない

抵触してはならない
抵触してはならない

災対法に定められる防災計画の体系
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計画の概要

第１編 総 則
第１章 計画の目的および方針

第２章 各機関と住民・事業所の役割と責任

第３章 竜王町の概況

第４章 町の防災環境

第２編 災害予防計画
第１章 災害に強い「基盤」づくり

第２章 災害に備えた「しくみ」づくり

第３章 地域防災を支える「人」づくり
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計画の概要

第３編 災害応急対策計画
第１章 活動体制の確立

第２章 情報収集伝達・警戒活動体制

第３章 消防・救急救助・医療救護対策

第４章 避難収容対策

第５章 交通対策、緊急輸送対策

第６章 二次災害防止、ライフライン等応急対策

第７章 災害別対策計画

第８章 被災者の生活支援対策

第９章 衛生環境等の対策

第10章 南海トラフ地震の時間差発生による災害の拡大防止対策
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計画の概要

第４編 災害復旧計画
第１章 計画的な復興・復旧

第２章 被災者・被災中小企業等への支援

第５編 原子力災害対策編
第１章 総則

第２章 災害事前対策

第３章 緊急事態応急対策

第４章 原子力災害中長期対策

資料編
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修正の趣旨

① 令和５年度において、竜王町地域防災計画は中規模の修正を実施したところで

はあるが、約１年間の中で、時点により変更となった箇所や、従来から検討を行

なっていた点などについて修正を行うもの。

② 令和６年１月１日に発生した「令和６年能登半島地震」を踏まえた新たな課題

等へ対応するための修正については、国（防災基本計画）や、県（地域防災計

画）の修正に併せて本町においても修正を行うことを予定しており、今年度につ

いての修正には、大きくは含んでいません。
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主な修正項目

①南部地区防災センターの解体・岡屋水防倉庫等の位置づけ

②ボランティア拠点と災害廃棄物仮置場についての整理

③緊急輸送道路の見直し

④災害備蓄品一覧の見直し

⑤学校等の避難対策の見直し
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主な修正項目①

南部地区防災センターの解体・岡屋水防倉庫等の位置づけ

◼ 令和５年度に解体を実施した「竜王南部地区防災センター」に併設されていた岡屋水防倉庫を更新（新

設）することから、「竜王南部地区防災センター」の記載を削除するとともに、改めて岡屋水防倉庫として位

置づけるもの。併せて各水防倉庫の名称を（設置地区名）＋（水防倉庫）の名称に統一。
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◼ 解体された南部地区防災センター ◼ 跡地（令和６年度に岡屋水防倉庫を設置予定）



主な修正項目②

ボランティア拠点と災害廃棄物仮置場についての整理

◼ 従来の計画では、ボランティア拠点、災害廃棄物仮置場については、「その他の拠点」として計画には位置

づけていたが、能登半島地震においてもボランティア拠点や災害廃棄物仮置場については、重要な災害拠

点であることが明確となっていることからも、新たに項目を分けて、整理を行った。
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７ その他の拠点

◼ ボランティア拠点
◼ 災害廃棄物仮置き場

第５節 防災施設等整備計画
第３ 防災拠点施設

７ ボランティア拠点

第５節 防災施設等整備計画
第３ 防災拠点施設

８ 災害廃棄物仮置場

第５節 防災施設等整備計画
第３ 防災拠点施設



主な修正項目③

緊急輸送道路の見直し

◼ 滋賀県においては、平成25年３月以降、緊急輸送道路の見直しを

行っていなかったことから、見直しが行われ、滋賀県における緊急輸

送道路の定義についても同様に見直しが行われました。

修正後

必要な路線のみに変更
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第１次緊急輸送道路 ２路線⇒２路線

第２次緊急輸送道路 ４路線⇒４路線

第３次緊急輸送道路 11路線⇒ 10路線

◼ 指定の基準として幹線道路と輸送拠点、ヘリポートを結ぶ路線を指

定。今では路線のすべてを指定していたが、路線の中でも必要な

箇所だけを一部指定する形に変更した。

◼ 上記の見直しに伴

い、本町においても

主に第３次緊急輸

送道路の見直しを

実施。



主な修正項目④

災害備蓄品一覧の見直し

◼ 従来の備蓄品一覧には救助資機材等の掲載がなかったため、救助資機材も加えた備蓄品一覧に見直し

を実施。
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主な修正項目⑤

学校等の避難対策の見直し

◼ 学校等の避難対策について火災、地震、風水害等それぞれの違いや状況に対応した避難対策となるように

内容を修正。

◼ 「校外の安全な避難所」が敷地外と解される。状況によっては、校内避難等も考えられるため文言を修正。

◼ 移送方法について、安全が確保された後に移送することとなるように内容を修正。
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◼ 避難誘導
状況に応じた誘導

◼ 移送方法
災害発生時一律の移送

学校等の避難対策

より状況に応じた対策となる内容に

◼ 避難誘導
各災害ごと、校園内外
の状況に応じた誘導

◼ 引き渡し
児童、生徒を校園内で
保護者に引き渡す


